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こども・子育て支援事業債の活用に係る

草津市こども・若者計画の別紙計画の策定について

こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境改善を速

やかに実施できるよう、令和６年度に「こども・子育て支援事業債」が創設されまし

た。

「こども・子育て支援事業債」は、草津市こども・若者計画に該当事業を位置づけ

ることで、起債発行の同意が得られ、後年度に交付税措置を受けることができます。

令和８年度は、下記１事業を、こども・子育て支援事業債活用事業として、草津市

こども・若者計画の別紙計画に追記します。

なお、事業の追加・変更等の必要が生じた場合は、今回と同様、草津市こども若

者会議に諮ります。

草津市こども・若者計画 別紙計画（案）

                           

こども・子育て支援事業債活用事業

実施予定年度 実施事業名 具体的な事業内容

令和 8 年度 児童遊園等再整備工事事業

（野路池之尻児童遊園・橋岡

第二児童遊園）

公園の利用者ニーズを踏まえ、児

童遊園等の再整備工事をする。

資料４



２

草津市こども・若者計画 別紙

市町村こども計画については、こども基本法第１０条第５項の規定に基づき、その他

法令の規定により市町村が作成する計画であって、こども施策に関する事項を定めるも

のと一体のものとして作成することができるとされ、「自治体こども計画策定のための

ガイドライン」（こども家庭庁）においても、「既存の法令と一体のものとして自治体こ

ども計画を作成することにより、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺す

こと、住民にとって一層分かりやすいものとすること、事務負担の軽減を図ることなど

が期待される」としています。

その一方で、同ガイドラインでは、「地域の実情に応じて個別に計画を作成し、それ

らを相互に関連計画として位置付け、内容に応じて適宜参照しあうなど整合を図ること

で、それらの計画を自治体こども計画と位置付けることも可能」としています。

この草津市こども・若者計画 別紙計画は、随時策定する必要のある個別事項につい

て定めるもので、市町村こども計画の一部として位置付け、その効力を発揮するものと

します。

１ こども・子育て支援事業債活用計画

こども・子育て支援事業債については、草津市こども・若者計画に該当事業を位置付

けることで、起債発行の同意が得られ、後年度に交付税措置を受けることができる有利

な市債を発行することができます。

今後予定している下記事業を、こども・子育て支援事業債活用予定事業に位置付けま

す。

                           

こども・子育て支援事業債活用事業

実施予定

年度
実施事業名 具体的な事業内容

令和 7 年

度

笠縫東こども園正門外構改

修事業

（視認性等向上対策）

こども園の正門について、視認性等の機能

強化を図り、安全で安心な保育環境を整備

する。

令和7～8

年度

草津川跡地整備事業

区間２（ai彩ひろば）遊具設

置等事業

区間４（JR上部）遊具設置等

事業

公園のさらなるにぎわいの創出や、こども

の居場所づくりの取組として、区間２（ai

彩ひろば）および区間４（JR 上部）に新た

に遊具と日陰対策施設を設置する。
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